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31 柔道競技実施要項 
 

１ 日  時 

  平成２３年７月１６日（土） 

  ○ 午前８時２０分～午前９時００分（少年男女計量，場所は会場で指示する） 

  ○ 午前８時３０分 審判会議   （寒河江市民体育館） 

  ○ 午前８時５０分 監督会議   （    〃    ） 

  ○ 午前９時３０分 開 会 式 

  ○ 午前９時５０分 競技開始（少年男女：トーナメント，準々決勝終了まで） 
 
  平成２３年７月１７日（日） 

  ○ 午前８時３０分～午前９時１０分（成年男女計量，場所は会場で指示する） 

  ○ 午前９時００分 競技開始（少年男女：トーナメント準決勝，決勝） 

                （成年男女：予選トーナメント及び決勝リーグ） 
 
２ 会  場 

  寒河江市民体育館 
 
３ 競技の規定及び方法 

 ⑴ 競技規定 

  ア 国際柔道連盟試合審判規定による。 

  イ 試合時間は４分 

  ウ 勝敗は「有効」又は「指導」が２回以上あったときとする。 

   ※ 内容が同じな場合は延長戦（ゴールデンスコア）を行う。試合時間は２分とする。 

 ⑵ 試合方法 

  ア 少年の試合はトーナメント方式とする。 

  イ 成年の試合はトーナメント方式とし，準決勝以上をリーグ戦とする。 

   ※ リーグにあがった者は３位以上の入賞者として取り扱う。 

 ⑶ ゼッケンの貼付 

  ア 試合に出場する者は，柔道衣（背中）に所属と苗字（姓）の入ったゼッケンを必ず 

   貼付すること。 

  イ 最初からゼッケンが付いてない場合は失格とする。 

  ウ ゼッケンの縫い付け方等は下図のとおり。 

       図１ ゼッケンの位置        図２ ゼッケンの縫い付け方 
         
 

 

 

 
 
 

 

      注） ゼッケンは強い糸で図示のように縫い付けること。 
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４ 参加資格及び選手変更 

  総則によるほか，次のとおりとする。 

 ⑴ 成年は，平成５年４月１日以前に生まれた者。 

   少年は，平成５年４月２日以降にうまれた者。 

 ⑵ 参加選手は，本県に平成２２年４月３０日から引き続き居住，勤務又は通学している 

  者とする。 

 ⑶ 参加者は，所属都道府県柔道連盟（協会）を通じて㈶全日本柔道連盟に登録している 

  こと。 

   また，参加者の段位は講道館段位による。登録をした都道府県からのみ参加できる。 

   但し，成年種別に「ふるさと」制度で参加する者は，登録した都道府県にかかわらず， 

  該当する都道府県から参加できる。 

 ⑷ 体重制限のある者は，出場する試合当日の計量に合格すること。 

   但し，大会２日目の少年男女の計量は行わない。 

 ⑸ 出場体重別等 

   （成年男子） 

    ア 無 差 別 

    イ 重 量 級（体重 90 ㎏を超える者） 

    ウ 中 量 級（体重 73 ㎏を超え 90 ㎏以下の者） 

    エ 軽中量級（体重 60 ㎏を超え 73 ㎏以下の者） 

    オ 軽 量 級（体重 60 ㎏以下の者） 

   （成年女子） 

    ア 無 差 別 

    イ 中 量 級（体重 52 ㎏を超え 70 ㎏以下の者） 

    ウ 軽 量 級（体重 52 ㎏以下の者） 

   （少年男子） 

    ア 無 差 別 

    イ 重 量 級（体重 90 ㎏を超え 100 ㎏以下の者） 

    ウ 中 量 級（体重 73 ㎏を超え 90 ㎏以下の者） 

    エ 軽中量級（体重 60 ㎏を超え 73 ㎏以下の者） 

    オ 軽 量 級（体重 60 ㎏以下の者） 

   （少年女子） 

    ア 無 差 別 

    イ 中 量 級（体重 52 ㎏を超え 70 ㎏以下の者） 

    ウ 軽 量 級（体重 52 ㎏以下の者） 

 ⑹ 少年男女（高校）の各地区参加人員は次のとおりとする。 
 

 地 区 
区 分 置  賜 村  山 最  北 田  川 飽  海 指  定 計 

男  子 ３７ ５２ ２６ ２６ ９ １４ １６４ 

女  子 １６ ２８ １０ １４ ２ １４ ８４ 
 

    （各階級，各学校４名以内とする。） 

 ⑺ 中学生以下は参加できない。 

 ⑻ 参加資格に基づき，申込んだ選手は原則として変更できない。 
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５ 申込み 

 ⑴ 参加申込み 

  ア 選手は必ず健康診断を受け，健康であることを証明された者であること。 

  イ 選手出場認知書(高校生のみ)に参加申込書２部作成し，県柔道連盟に送付すること。 

 ⑵ 宿泊を希望する場合は，宿泊申込書３部を参加申込書とともに県柔道連盟に送付する 

  こと。申込み後の変更は認めない。 

 ⑶ 申込み締切日（参加・宿泊とも） 

   平成２２年６月１４日（火）午後５時必着とし，「申込先」へ申し込むこと。 

 ⑷ 参加料及び宿泊予約金は申込書と同時に現金書留で送金すること。送金のない場合は 

  受付しない。 

６ 参加料 

  本大会に参加する選手・監督は，次の参加料を納入すること。 

 ⑴ 成年 1 人 参加料 1,500 円（オリンピック募金 250 円，スポーツ振興募金 100 円を含む） 

 ⑵ 少年 1 人 参加料 1,000 円（オリンピック募金 170 円，スポーツ振興募金 100 円を含む） 

 ⑶ 少年種別の監督は少年扱いとする。ただし，少年の監督と成年の選手を同一競技内で 

  兼ねる場合は成年選手の参加料とする。 

７ 宿泊申込み 

 ⑴ 宿泊希望者は別紙により３部作成し，参加申込書と同時に申込むこと。 

 ⑵ 宿泊料（消費税含む：５％の税率で計算） 

   高 校 生 １泊２食（浴衣なし） 5,985 円 

   高 校 生 監 督 １泊２食（浴衣あり） 6,615 円 

   一般・大学生 １泊２食（浴衣あり） 7,140 円 

   競 技 役 員 １泊２食（浴衣あり） 7,140 円 

   大 会 役 員 １泊２食（浴衣あり） 7,980 円 

 ⑶ 宿泊予納金 

   一般，大学生及び役員１人 2,000 円。ただし，高校生及び高校生監督は必要としない。 

 ⑷ 昼食は弁当を 630 円（消費税込み）で斡旋する。 

 ⑸ 宿泊予約を取り消す場合の宿泊取消料金は次のとおりとする。 

  ア 宿泊申込日より宿泊予定前日までに取り消しを申し出た場合 

    取消料は徴収しない 

  イ 宿泊予定日の午後３時まで取り消しを申し出た場合 

    1 人につき 2,100 円の取消料を徴収する 

  ウ 宿泊予定日の午後３時過ぎに取り消しを申し出た場合 

    １人につき宿泊料金全額を取消料として徴収する 

 ⑹ 監督以外の付添者等の宿泊料金は大会役員料金とする。また，部屋割りについて別待 

  遇を希望する場合，または定員を満たさない場合は別料金とする場合がある。 

８ 表彰 

 ⑴ 優勝者にはメダルを授与する。 

 ⑵ １位から３位までの入賞者に賞状を授与する。 
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９ 選手選考 

  東北総合体育大会，国民体育大会の出場選手は，本大会の成績を参考に選手選考委員会 

 （強化委員会）において選考，決定する。 

10 申込先 

  〒990-0834 山形市清住町 1 丁目２－２６ 

  山形県柔道連盟事務局次長 武 田 淳 一 宛 

  ℡023-645-6707 

11 大会事務局 

  〒990-2334 山形市松山２丁目１１－３０ ㈶山形県体育協会内 

  第 66 回国民体育大会・秋季大会山形県予選会 

  兼第 38 回東北総合体育大会山形県予選会 実行委員会事務局 

  ℡023-625-5740 

12 その他 

  宿泊先，会場でのゴミの分別収集にご協力下さい。（持ち帰りを原則とする。） 

 


